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国立市議会資料電子化事業プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

 国立市議会資料電子化事業 

（２）業務の目的 

  国立市議会では、現在、議案をはじめとする会議資料や執行機関から議員への

情報提供文書等の資料を紙媒体で議員に提供している。その量は膨大であり、用

紙や印刷のコストのみならず、資料調製等に係る人件費についても一定量発生し

ている状況である。また、紙媒体での提供は、主として議会事務局から議員控室

への配付により行っており、送付してから議員の手元に渡るまで一定の時間を要

し、情報伝達の即時性に欠けるほか、災害時等の参集が困難な状況下では、必要

な情報共有が滞り議会機能が停滞する懸念もあるところである。 

  これらの課題に対応し、議員の利便性向上、職員の事務負担の軽減を図るため

に、議会資料を電子媒体で送受・保管・閲覧できる機能を一体的に有するクラウ

ド方式の議会資料電子化システムを導入する。 

（３）業務内容 

① システム導入業務 

システム導入に伴う初期設定を行うもの。 

② システム操作研修業務 

システム導入後（導入年度に限る）、国立市議会議員、議会事務局職員に対し、

システムの使用方法等の研修会を計３回実施するもの。 

③ システム維持管理業務 

システムの３０ライセンスを提供し、システム保守、運用支援その他運用に

必要な業務を行うもの。 
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（４）履行期間 

① システム導入業務 

契約締結日の翌日から令和７年９月３０日まで 

② システム操作研修業務 

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までの期間において、議会事務局

と日程を調整のうえ開催 

③ システム維持管理業務 

令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで 

※ 単年度契約とし、令和１３年３月３１日まで毎年度末に契約更新を見込む。 

２ 予算 

（１）提案上限額 

８４７千円（消費税相当額を含む。令和８年３月３１日までの費用発生分） 

※ この金額は契約時予定価格を示すものではない。 

※ 提案見積書・内訳書を提出する際は，上記の提案上限額を超えてはならない。 

３ 日程 

項目 日程 

実施要領の公表 令和７年５月１４日（水） 

質問受付締切 令和７年５月２３日（金）午後５時 

質問回答期限 令和７年５月３０日（金） 

参加申込受付締切 令和７年６月 ６日（金）午後５時 

参加資格審査結果通知 令和７年６月１３日（金） 

企画提案書提出締切 令和７年６月２４日（火）午後５時 

第１次審査（書類審査）結果通知 令和７年７月 ９日（水） 

第２次審査（プレゼンテーション） 令和７年７月１６日（水） 

第２次審査結果通知発送 令和７年７月下旬 

契約締結 令和７年８月中 

４ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式による。 
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５ 参加資格 

申込時において、次に掲げる事項を全て満たしていること。 

（１）東京電子共同運営の電子調達サービスにて競争入札参加資格を有していること。 

（２）国立市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成７年９月国立市訓令(甲)

第３７号）による指名停止を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当していないこと。 

（４）参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（５）法人及びその役員が、国立市暴力団排除条例（平成２５年１２月国立市条例第

４２条）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行

う者でないこと。 

６ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して確認事項や不明な点がある場合は質問書（第２号様式）を

提出すること。 

（１）質問受付期限 

令和７年５月２３日（金）午後５時まで 

※ 期限を過ぎた質問には回答しない。 

（２）提出方法 

質問書（第２号様式）を電子メールにて提出する。  

※ 電話や口頭での質問には回答しない。 

（３）質問先 

「14 問合せ及び書類の提出先」のとおり。 

（４）質問への回答方法 

令和７年５月３０日（金）までに、全質問に対する回答を、質問者の名前を

伏せた上で、国立市ホームページにて公表する。 
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７ 参加申込方法 

本プロポーザルの参加申込方法は以下のとおり。 

（１）提出期限 

令和７年６月６日（金）午後５時まで 

（２）提出先 

「14 問合せ及び書類の提出先」のとおり。 

（３）提出方法 

電子メールにて提出する。 

（４）提出書類 

① 参加申込書（第１号様式） 

② 東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにおける競争入札参加資格審査

受付票（写） 

（５）提出部数 

各１部 

（６）参加資格審査結果の通知 

提出資料をもとに参加資格の審査を行い、令和７年６月１３日（金）までに、

参加申込書等提出者宛に、参加資格審査結果通知書（第７号様式）により電子

メールで通知する。 

８ 企画提案書等の提出 

参加資格審査の結果、参加資格を有する旨の通知を受けた事業者は、以下の方法に

よって企画提案書等を提出すること。 

（１）提出期限 

令和７年６月２４日（火）午後５時まで 
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（２）提出書類 

書類 備考 

企画提案書の提出について 第３号様式 

企画提案書 下記（３）企画提案書作成上の留意点を参照の

うえ作成すること。 

業務実績・実施体制等調べ 第４号様式 

機能等要件確認書 第５号様式 

導入までのスケジュール案 Ａ４版１枚、その他様式自由 

提案見積書・内訳書 第６号様式 

※ 見積金額は提案上限額を超えないこと。 

※ 様式に従って内訳額を記載すること。 

※ ③システム維持管理業務については、令和

８年度以降も令和１２年度まで契約を更

新した場合における単年度発生分及び令

和１３年３月３１日までの５年６か月分

の総額についても見積もること。 

（３）企画提案書作成上の留意点 

① 別紙１「国立市議会資料電子化事業プロポーザル システム活用の想定につい

て」及び第５号様式「国立市議会資料電子化事業プロポーザル 機能等要件確

認書」を確認し、提案内容について、要点をわかりやすく簡潔に記載するこ

と。 

② 以下の点について記載すること。 

ア システム構成 

イ 機能の概要 

ウ セキュリティ対策 

エ 保守・運用支援体制 
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オ 操作研修の内容 

カ その他提案（別紙１及び第５号様式の記載内容以上のシステム活用方法に

ついて） 

 ※ その他提案内容について、別途費用が発生する場合は、その費用を明示し、

提案見積書・内訳書の金額には含めないこと。 

③ 提案事業者が特定できるような記載を含まないようにすること。 

※ Ａ４版（縦横の向きは問わない）、両面、30ページ以内とする。 

※ 文字サイズは１０．５ポイント以上とすること（注意書きは除く）。 

※ 左上１か所をステープラー等で留めること。 

（４）提出方法 

持参または郵送にて提出する。なお、郵送の場合は提出期限までに必着とする。 

（５）提出部数 

・７部（正本１部、副本６部）及び電子媒体（原則ＰＤＦ形式とするが、様式の

ある書類についてはその形式とする） 

※ 副本においては、提案事業者が特定できるような記載を含まないようにするこ

と。 

（６）提出先 

「14 問合せ及び書類の提出先」のとおり。 

９ 情報公開及び情報の提供 

 国立市情報公開条例の規定に基づき、個人情報及び法人その他の団体に関する情

報を開示することにより正当な利益を害するものを除き公開対象とする。 

 なお、契約候補者決定前において、決定に影響を及ぼすおそれがある情報につい

ては決定後の開示とする。 

１０ 候補者決定方法 

国立市職員で組織する国立市議会資料電子化事業プロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という。）により審査を行い、契約候補者を選定する。 
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（１）企画提案書による書類審査（第１次審査） 

① 参加資格を有すると判断された事業者について、企画提案書等による書類審

査（以下「第１次審査」という。）を行う。 

② 書類審査の対象となる事業者が６者以上の場合は、第１次審査の評価点が高

い順にプレゼンテーション及び質疑応答による審査（以下「第２次審査」と

いう。）に参加できる５者を決定する。 

③ 書類審査の対象となる事業者が５者以下の場合は、全ての提案事業者が第２

次審査に参加できるものとする。 

④ 第２次審査に参加できるか否かは令和７年７月９日（水）までに、第１次審

査結果通知書（第８号様式）により電子メールで通知する。 

（２）プレゼンテーション及び質疑応答による審査（第２次審査） 

企画提案内容をより深く理解するため、プレゼンテーション及び質疑応答による

審査を実施する。 

① 日 時  令和７年７月１６日（水） 

② 場 所  国立市役所委員会室 

         ※ 日時・場所等の詳細については別途連絡する。 

③ 選 定 者  審査委員会 

④ 時 間  １者あたり 45分程度 

        （プレゼンテーション 30分程度、質疑応答 15分程度） 

⑤ 内 容  事前に提出した企画提案書に基づいたプレゼンテーション 

⑥ 留意事項 

ア デモンストレーションをプレゼンテーションに含めて行うこと。 

イ 当日、第２次審査に出席する説明者は３名以内とする。 

ウ プレゼンテーションは原則として本業務を担当する予定の者が行うこと。

なお、複数人で説明を分担しても差し支えない。 
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エ 資料は事前に提出された企画提案書のみを使用し、追加資料等は用意しな

いこと。 

オ 第２次審査は非公開とする。 

カ プロジェクターやスクリーン等は当方で用意する。その他のプレゼンテー

ションに必要な機器は、事業者が用意し当日持参するものとする（ＰＣ等

を使用する場合でも、表示する内容は事前に提出した企画提案書と同内容

とする。ただし、デモンストレーションにて使用するシステムの画面等は

除く）。なお、デモンストレーションにおいて、審査委員に個別に端末を用

意する場合は、その台数は６台とする。 

キ 第２次審査の出席者について、氏名及び分担業務内容（役割）等の説明を

求める場合があるが、事業者名を特定できるような表現はしないこと。 

ク プレゼンテーション及び質疑応答については記録する。 

（３）審査基準等について 

① 第１次審査、第２次審査ともに「国立市議会電子化事業プロポーザル審査基

準表」（以下「審査基準表」と言う。）に基づき審査を行う。 

② 第１次審査と第２次審査の評価点の合計をもって総合評価点とし、最も総合

評価点の高い事業者を契約候補者とし、次に総合評価点の高い事業者を次点

者とする。 

③ 得点が同数となった場合には、第２次審査の得点が高い事業者を上位とする。

第２次審査の得点も同数となった場合は、審査基準表の「１．第１次審査（３）

企画提案書」の得点が高い事業者を上位とする。それでもなお、同数となっ

た場合は、審査委員会の委員長が決するものとする。 

（４）審査結果について 

最終的な審査結果については、令和７年７月下旬に、全ての第２次審査参加者に、

プロポーザル審査結果通知書（第９号様式）により、電子メールにて通知するとと

もに、国立市ホームページで契約候補者を公表する。 
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１１．契約の締結 

本委託業務の契約候補者として選定された事業者と以下の要領で契約の交渉を行

う。 

（１）辞退等 

辞退その他の理由（地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当するこ

ととなった場合または国立市から委託業務契約に係る指名停止を受けることとな

った場合等）で契約できない場合は、次点の事業者を契約候補者とし契約の交渉を

行う。 

（２）契約内容及び金額 

最終的な契約内容及び金額については、契約候補者と国立市の間で提案内容等を

確認し、実現内容について精査・調整の上、最終的な契約内容・金額を確定する。 

※ 提案内容及び見積金額をもって直ちに契約を行うものではない。 

（３）仕様 

契約内容となる仕様については、契約候補者の提案内容や相互協議の内容を踏ま

えて作成する。 

（４）提案内容 

提案資料及び提案内容については、見積金額内で実施できることを確約したもの

とみなす。 

１２ 失格条項等 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出期限に遅延した場合 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（３）審査の公平性を害する行為をした場合 

（４）参加資格を有していないことが判明した場合 

（５）提出された見積金額が国立市の提案上限額を超えている場合 
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（６）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状

態となった場合 

（７）企画提案に当たり、著しく信義に反する行為等があった場合 

（８）その他、前項に準ずる事由で、審査委員会が失格に当たると認めた場合 

１３ その他留意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加する事業者の負担とする。 

（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

（３）提出後の企画提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

（４）提出書類の返却は行わない。 

（５）企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製する場

合がある。 

（６）提出された企画提案書等は、国立市情報公開条例に基づく情報開示請求があっ

た場合には開示の対象文書となる。 

（７）提出書類に虚偽の記載をし、失格とされた場合、その者に対し指名停止措置を

行う場合がある。 

（８）本プロポーザル実施要領及びその他の書式等に変更がある場合には国立市ホー

ムページで告知する。 

（９）提出書類のため国立市より受領した資料は、市の許可なく公表、使用してはな

らない。 

１４ 問合せ及び書類の提出先 

〒186－8501 東京都国立市富士見台 2-47-1 

国立市 議会事務局 議事係 （担当）加島 

電話番号：042-576-2111 （内線）272 

Ｅメールアドレス： sec_gikai@city.kunitachi.lg.jp 

ホームページ： https://www.city.kunitachi.tokyo.jp 


